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【ご案内】中国レアアース輸出規制に関する現時点での対応状況について 

 
拝啓 晩秋の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、誠に
ありがとうございます。 
 
2025年 10 月 30日に開催された米中首脳会談を受け、中国政府によるレアアース（希土類）を含む重要
鉱物の輸出規制が「1年間停止される」との報道がございました。 
 
これを受けて、2025 年 11 月 7 日付で中国商務省より正式な通達（公告 2025 年第 70 号）が発出されま
した。この通達では、以下の 6 件の輸出管理措置について、2026 年 11 月 10 日までの間、実施を停止す
ることが明記されています。 
 商務部・税関総署公告 2025 年第 55号～58 号（超硬材料、レアアース設備・原料、中重希土類 5種、

リチウム電池・黒鉛負極材） 
 商務部公告 2025 年第 61 号・62 号（レアアース関連技術および域外適用） 
すなわち、10 月 9日追加で発表したレアアースに関する輸出規制は 1 年間停止すると言う内容です。 
 
正式通達の原文はこちら（中国商務省公告 2025年第 70 号） 
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_b1ec77dd3f0d4762952904df7cdaadec.html 
 
なお、今回の停止措置には、2025 年 4月 4 日に発表された「商務部公告 2025 年第 18 号」は含まれてお
らず、同公告に基づく輸出規制は現在も継続中です。従って、当該品目に関しては、引き続き従来通りの
輸出手続きが必要となります。 
 
商務部公告 2025 年第 18 号については下記をご参照ください。 
https://www.magna-tokyo.com/news/2025/?p=21321 
 
弊社といたしましては、今後の中国政府の公式発表や税関運用の変更を注視し、速やかに対応を進めて
まいります。お客様におかれましては、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
ご不明点やご相談がございましたら、担当窓口までお気軽にお問い合わせください。 
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